
入校を希望する方へ



就農に向けて

独立自営による新規就農は、農業で起業することです。IT業やサー

ビス業、製造業などで事業を起こすことと変わりはありません。さらに、

農業は自然が相手であり、台風や病害虫による被害など思いどおり

いかないこともありますが、農業を生涯の職業にすると強い意志で考

えている人を募集します。

◎香美町で農業経営を目指す意欲があること

◎概ね10年以上農業を継続すること

◎就農５年後に年間農業所得150万円以上となること

が見込まれること

◎2～3年間の生活資金を有し、農業経営開始に必要な

資金を調達できること

◎研修期間中は、傷害保険に自ら入ること

◎普通自動車第1種免許を有し、車（軽トラック）等農機具、

農産物を運搬可能な移動手段を準備できること

◎インターンシップ事業を活用し事前に体験できること

募集する人材



「心構え」チェックシート

※ひょうご就農支援センター監修



就農までの流れ

❶就農相談

農業研修開始までのスケジュールや国の制度の活用などについて手続き方法を説明します。

電話ではなかなか伝わりにくい事がありますので、まずは相談窓口までお越しください。

お越しの際は、事前にご連絡ください。

❷研修申し込み

募集要項を確認のうえ、お申込みの手続きを行います。

❸体験研修（インターンシップ）

受け入れ農家の下で、数日間の体験研修を受けることができます。

この間、受け入れ農家に研修生としての適性を確認していただきます。

❹面接

香美町農林水産課等関係者で構成されたメンバーで面接を実施します。

就農のビジョンや覚悟、協調性や継続性、体力面などについて聞き取りを行います。

❺研修スタート

農業師匠の下での農作業の実践及び、県認定研修機関等が行う座学研修を受けます。

研修期間中は、要件を満たせば就農準備資金 165万円/ 年（最長２年間）

を受けることができます。

❻就農の準備

研修期間中、以下のような就農の事前手続きが必要です。

（１）認定新規就農者の認定を受けるための手続き

（２）農地の確保（農業委員会への申請）

（３）農業機械、資材等の導入費用や運転資金の準備（各種補助事業、青年等就農資金の手続き）

（４）地域計画（人・農地プラン）の中心経営体への位置づけ

（５）経営開始資金の手続き（要件を満たす場合）



「なしの学校」年間スケジュール
「香住なしの学校」年間スケジュール
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講師

年間スケジュール

② 座学研修
  （１年目）

① 現場研修

③ 座学研修
　（２年目）

２年生と１年生の座学研修は合同

→２年生の参加は任意とし、受講したい月のみ参加。

※面談について同日にまとめて実施する。

就農候補地現地調査(アンケート結果から)

簿記講習会

獣害対策

研修会

栽培暦検討会

への参加

品位査定会

選果場の研修

開やく施設

病害虫発生

調査研修

・栽培・農機具使用研修 ・就農計画作成
・梨の農機具の使用研修 ・生徒からのリクエスト
・病害虫・適期防除研修 ・剪定について
・栽培計画・販売計画・労働時間・収支の管理 ・棚の仕組みについて
・香美町と香住梨の歴史と現状についての研修 ・梨の事故
・農業関係法令研修（農振法、農地法等） ・移住・就農した先輩からの話
・農業機械安全研修 ・地域農家（先輩農家）と交流
・新規就農等にかかる事業について業日誌等 ・収入保険の研修
記録の徹底

その他



１．入校前に準備すること

○資金

○住居

・就農準備資金（研修期間中の助成）

支援額：1６５万円/年×最長２年間

対象：研修期間中の研修生（就農時49歳以下）

※前年の世帯所得が原則600万未満の者を対象

町内の空き家物件情報をウェブサイト（香美町移住定住支
援サイト WONDER KAMI）で公開し、香美町への移住を
希望される方や今住んでいる家からの住み替えを希望す
る方へ物件情報や地域の情報を提供することで、物件所
有者と利用希望者の橋渡しをする仕組み。

香美町空き家バンク

宿泊施設（家賃・光熱水費等）・生活費・
通所・傷害保険等の費用は自己負担と
なります。

卒業後に農業経営を開始するにあたり、
運転資金の確保が必要です。

宿泊施設・居住地の確保には、
下記の香美町空き家バンクの利用をお勧めします。



○道具

入校までにご自身で準備していただく道具があります。

・軽トラ

・ナシ袋

・肥料

・農薬

・その他、実習に必要なもの

※購入する道具の選定などは協議会がサポートします。



２．ナシ栽培の１年間の作業





お問い合わせ・ご相談

問い合わせ先：香美町農林水産課

〒669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住870-1

TEL:0796-36-0846

Mail:nourinsuisan@town.mikata-kami.lg.jp


